
公拡法事務手続フロー

届出（申出）書の受理（町村窓口）

届出（申出）者及び進達した町村に対し
買取希望ない旨通知

当該買取希望団体の事業計画書等確認

買取希望がある場合 買取希望がない場合

起業者に買取希望の有無を確認

事業予定がない事業予定がある

届出（申出）書の収受（県）

届出（申出）書の進達

届出（申出）者及び買取希望団体へ
買取協議団体の決定通知

三
週
間
以
内


